
くにたち健康ポイントから「くにPay」への交換：はじめに

【令和8年度】

◼ 500ポイントを1口として最大2,500円分のくにPayと交換可能

■ ポイント交換期限：令和9年1月20日
※ 交換単位（500ポイント）未満の端数が残った場合、または2,500ポイントを超えた分のポイントは、

令和9年1月31日で失効します。

■ くにPay使用期限：令和9年３月31日

・「令和8年度くにたち健康ポイント事業」で獲得した健康ポイントから交換した「くにPay」は、令和9年3月31日までが
使用期限となるので、ご注意ください。

・「くにPay」にご本人がチャージした残高があった場合、健康ポイント分から優先して使われます。

■ 交換方法：次ページ以降をご参照ください。

＜アプリコース＞

・すでに「くにPay」をお使いの方は、歩数計アプリ「ヘルスプラネットウオーク」または健康管理アプリ「からだカルテ」から

「chiica」アプリを連携していただくことで、500ポイントごとに交換できます。

・「chiica」アプリをインストールしていない方は、「chiica」アプリをインストールしてください。
https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/material/files/group/6/kaiinn2.pdf

＜活動量計コース＞
・令和8年12月21日までのポイント累計に応じて、500ポイント、1000ポイント、1500ポイント、2000ポイント、
2500ポイント分の、いずれかの「くにPayカード（紙タイプ）」をご自宅に郵送します。
令和9年1月20日頃発送予定です。

・「くにPayカード」を加盟店にお持ちいただくと、ポイント分の金額を現金の替わりにお使いいただけます。
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「ヘルスプラネット
ウォーク」アプリの
ホーム画面右上「Ｐ」
をタップ

1 くにたち健康ポイント
をタップ

2 「ポイントを交換する」
をタップ

3 「くにPay」をタップ4

くにたち健康ポイントから「くにPay」への交換方法（アプリコース参加者向け）

「chiica」で登録した
電話番号、パスワードを
入力の上、「連携する」
をタップ

5 交換するポイント数を
入力の上、「確認画面
へ」をタップ

6 「交換する」をタップ7 交換完了！8
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くにたち健康ポイントから「くにPay」への交換方法（アプリコース参加者向け）
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「くにPay」への交換後：ポイント交換履歴 「くにPay」への交換後：
「chiica」画面



【事前準備】「chiica」アプリインストール・会員登録方法（1/3）

4



【事前準備】「chiica」アプリインストール・会員登録方法（2/3）
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【事前準備】「chiica」アプリインストール・会員登録方法（3/3）
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ログイン画面を開き
「すでにアカウントを
お持ちの方」をタップ

3 電話番号などを入力す
る欄の下にある「パス
ワードを忘れた場合は
こちら」をタップ

4

SMSで届いた6桁の認
証番号を入力します

6アカウントの作成時に登
録していた携帯電話の番
号を入力し「送信する」
をタップ

5 ご希望のパスワードを入
力（確認用に同じものを
もう一度入力）し、「変
更」をタップ

7 パスワードの再設定が
完了です

8

画面左上をタップ1 下の方にある「ログア
ウト」をタップ

2

【chiicaアプリ】パスワードを忘れた場合のパスワードの再設定手順

7



ポイントを集計し、令和9年1月20日頃にポイント数に応じた
デジタル地域通貨カードタイプを郵送でお送りします

くにたち健康ポイントから「くにPay」への交換方法（活動量計コース参加者向け）
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歩数ポイント・測定ポイントは令和8年12月21日まで貯まります

イベント参加した方は、令和８年１２月３１日までにスタンプシートを
返信用封筒で郵送してください

令和8年12月27日までに歩数データを送信してください



くにたち健康ポイントから「くにPay」への交換方法（活動量計コース参加者向け）
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ポイントは500ポイント単位で交換します

例えば 1,600ポイント貯まっていたら
1,500円分の地域通貨の入ったカードをお送りします

2,700ポイント貯まっていたら・・・
2,500円分の地域通貨の入ったカードをお送りします

上限は2,500円分になります
上限以上のポイントは交換されません

額面はカードに記載されないので
同封する通知をご確認ください



くにたち健康ポイントから「くにPay」への交換方法（活動量計コース参加者向け）
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令和8年度に健康ポイントで交換したデジタル地域通貨は

令和9年3月31日までに使用してください

使えるお店の一覧表と使用方法を、カードとともにお送りします



お問い合わせ先
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国立市健康まちづくり戦略室 保健センター

TEL:042-572-6111 
平日午前8時30分～午後5時（※土・日・祝日・年末年始を除く）

sec_kenkou@city.kunitachi.lg.jp

ご不明な点は、次の窓口にお問い合わせください。


